
説明会での質疑と回答 

質問 回答 

マウントはどういう材質ですか。 土で作ります。 

後始末はアースシグナルがします

か。 

事業終了後の撤去については発電事業者さんが

責任をもっておこないます。 

木は伐根を行いますか。 伐採する木は伐根を行います。 

今回の質疑応答の資料は反対意見

は書いていないような気がするん

ですが。 

お配りした資料は質疑応答なので、意見は記載

しておりません。 

頂きました意見に関して別資料にて報告、滑川

町ＨＰに掲載していただいております。 

草刈りの処分の仕方、費用負担に

ついてはどうなっているのか。 

草刈りを行う費用は事業者にて負担し、場外搬

出となります。 

雨水の処理について教えてくださ

い。 

雨水は土地内に溜めます。ためた雨水が計算の

量を超えてしまった場合は雨水は敷地外に流れ

ていきます。南側のお宅に影響がない様に、前

回の説明会の要望があった通りマウントを設計

しなおしました。 

事業主がＩＤを取得されたのはい

つですか。 

令和 4年 6月になります。 

ＩＤの転売が繰り返されるのでは

ないか、心配です。 

ＩＤの名義変更には経産省の方に諸々書類を添

付し、認定を受けないと事業を引き継ぐことが

できません。 

条例上でも、事業者の変更届の提出が義務付け

られていますので、簡単に転売ができないこと

になっております。 

事業者さんは地元の方ですか。 千葉県在住の方です。 

事業者さんは現場の視察は行われ

ていますか。 

現地は確認しております。 

歴史家の方や芸術家の方とご相談

されてはいかがですか。 

検討します。 

抑制地域にあえて太陽光発電所を

作ろうとしてるんでしょうか。 

あえて木を切ろう、自然を破壊しようとは考え

ておりません。 

土地内に木を植えてはいかがでし

ょうか。 

植林植樹は検討します。条例対応のなかで緑化

計画は立てております。 

地権者さんは自分の土地がどのよ

うに使われるのかはご存じです

か。 

町の条例は説明なさった上で承知

したんですか。 

図面をお持ちして説明済で、条例についても説

明させていただきました。 

 

オーバーフロー管ってのはどこに

設置していますか。 

敷地内に配水するような形に設置しています。 

 


